
現代福祉学部生 各位 

現代福祉学部事務課 

2026年度春学期追試験について 
対面（教室）での試験を受験予定だったにも関わらず、病気・電車遅延等やむを得ない事情で受験できな

かった場合（履修の手引き「4. 試験・成績評価」の「（4）追試験について」を参照）は、追試験の申請をす

ることができます。希望者は、以下（１）～（３）をよく確認の上、申請してください。 

 

 

 

 

（１） 申請方法 

以下 Google フォームにて必要事項を入力のうえ、「履修登録科目確認通知書（PDF）」、「必要書

類（診断書等）の画像」を提出してください。 

追試申請フォーム：https://forms.gle/TA3RSs185U2CikfW8 

※Google フォームへのアクセスには、法政アカウントへの事前ログインが必要です。 

 

（２） 申請期間 

対面試験実施日当日～翌々日の事務課閉室時刻まで  

※ただし、電車遅延の場合は当日のみ受け付けます。 

※事務課閉室時刻は平日 17時、土曜日 12時です。 

※期間内に日曜日を挟む場合は、日数に含みません。 

※追試日の前日（日曜を除く）に試験があった場合の欠席については、翌営業日が追試験となる

ため、試験日当日の事務課開室時刻までの申請となります。注意してください。 

 

（３） 注意事項 ※よく読むこと 

① このフォームは 1科目 1申請です。複数科目で申請したい場合は、1科目目の申請完了後、再

度フォームにアクセスし、2科目目の申請を行ってください 

② 追試験の申請資格に該当するか確認のうえ、申請するようにしてください。申請資格については、

2ページ目の「（参考）追試申請資格」を確認してください。 

③ 診断書等の必要書類は、原本を追試の受験までに事務課に提出してください。なお提出書類に

は受診日や療養期間が試験日と被っており、休まなければならなかったことが明らかに分かる記

述が必要となります。（例：「●月●日（試験日当日）に当院を受診し、○○病と診断した」「診断の結果●月

●日～5日間休養することを指示した」 等）。病名や症状のみの診断書で休養した日／期間が明確で

なく、試験日にやむを得ず休まなければならなかったことが客観的に判断できない場合は、診断

書の再発行もしくは追試受験ができなくなる場合もあります。 

④ 感染症の簡易キットによる判定画像や、病院の検査結果が記載された資料のみでは上記③に

記載しているのと同様、正確な休養日／期間を特定できないことから申請を認めません。必ず病

院で受診の上、正確な受診日や療養期間が記載された診断書を発行してもらってください。 

⑤ 学校保健安全法に定める感染症（新型コロナウィルス、インフルエンザ等）に感染した方は、別途

下記フォームを通じての感染報告にもご協力ください。 

感染症罹患に伴う授業欠席配慮申請フォーム：https://forms.gle/FKUArhNF8rHWvqft9 

【追試験日】  ２０２６年８月３日（月） 

https://forms.gle/TA3RSs185U2CikfW8
https://forms.gle/FKUArhNF8rHWvqft9


⑥ 多摩で開講している公開科目等の他学部主催科目の申請については、追試験の有無を各主催

学部事務課で確認した上で、現代福祉学部事務課で手続きを行ってください。 

⑦ 他キャンパス（市ケ谷・小金井）の公開科目については、学部によりルールが異なります。各主催

学部の担当窓口で追試験の有無を確認し、その指示に従って現代福祉学部事務課で申請を行っ

てください （追試験会場も各主催学部担当にご確認ください）。 

 

     （参考）追試申請資格＿履修の手引きより抜粋 

 

 

以 上 


